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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

大町市は北アルプスの麓に広がる扇状地に位置し、北アルプスを源とする

清冽な河川や湖など水資源に恵まれた地域です。 

そして古くからこの地方は内陸信濃と日本海側を結ぶ「千国街道」（通称「塩

の道」）が開かれ、交易が盛んとなり、特に江戸時代になると大町は海産物

や塩、麻、たばこ等の集積地として栄えました。 

そのような歴史のもと、多くの文化財群はもとより、市民一人ひとりの豊

かな感性と創造性により、地域に根ざした独自の文化芸術を育んできました。 

文化芸術は、すべての人が心豊かな生活を実現していく上で不可欠なもの

であり、人と人とを結び付け、互いに理解し合うことにより、協働し、共生

する社会の基盤となるものです。 

市民一人ひとりが地域文化への理解を深め、先人の築いた文化芸術を将来

の世代に引き継ぐとともに、大町市の新たな文化芸術を創造し、文化と歴史

の香りが薫るまちとして、文化芸術に関する施策の推進を進めます。 

 

２ 計画策定の趣旨 

急激な少子高齢化や情報化の進展に伴い、社会のグローバル化が進み、人

と人との絆や協働性を大切にした、持続可能な社会への転換が強く求められ

ています。 

こうした時代の潮流を背景に、未知の文化を柔軟に受容する精神の醸成や、

異なる分野の芸術を受け入れ、多様性を認め合う共生社会の実現は、今後、

取組むべき重要な課題になっています。 

こうしたなか、国では、平成１３年に文化芸術の振興に関する基本的な方

針を定め、芸術活動の支援を積極的に進めるとともに、３０年には、「障害

者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行されました。 

文化芸術は、人々の心に想像力や感性を豊かに育むほか、創造による喜び

をもたらす大きな力を持つと同時に、年齢や性別、国籍の違いや障がいの有

無、その他の属性や個人を取巻くいかなる社会的状況や環境に関わりなく、

全ての人に広く社会参加の機会を開くとともに、全てを包摂した社会づくり

に大きく寄与するものです。 

この文化芸術を広義に捉え、大町市の自然環境や風土、建造物や街並み、

衣食住をはじめとする暮らし、歴史、言語、伝統芸能や祭り、芸術的な創作

活動、市民活動、産業、遊休施設などを文化資源として体系づけ、市民と行

政が、協働で文化資源の共有と活用をしながら、文化で新たににぎわいをつ

くり、市民が大町市に住み続けたいと思えるようなまちづくりを進めるため

に、すべての市民に包括的で、かつ質の高い多様な生涯学習の機会を提供し、

市民全体の文化芸術活動の振興に繋げるため、文化をはじめ環境や貧困、産
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業や経済などＳＤＧｓの視点を踏まえた多面的、総合的な行動計画として策

定するものです。 

 

３ 国・県における文化政策の動向 

国の動向 

□文化芸術基本法（平成２９（２０１７）年６月改正） 

平成１３年１２月、文化芸術の振興についての基本理念を示す「文化芸術

振興基本法」が施行され、文化芸術により国づくりを進める「文化芸術立国」

を目指した様々な振興策が総合的に推進されてきました。また、平成２９年

６月には「文化芸術振興基本法」の一部を改正し、「文化芸術基本法」が施

行されました。同法では、文化財の保護や文化芸術の振興などこれまでの文

化芸術振興をさらに充実しつつ、観光やまちづくり、国際交流、福祉、教育、

産業等の関連分野における施策を定め、地方公共団体に対しても、国との連

携を図りつつ地域の特性に応じた施策を実施することが求められています。 

 

□文化芸術推進基本計画（第２期） （令和５（２０２３）年３月策定） 

文化芸術基本法に基づき、平成３０年３月に文化芸術施策の総合的かつ

計画的な推進を図るものとし、文化芸術推進基本計画（第１期）が策定さ

れました。その後、新時代に求められる文化芸術を取り巻く様々な状況を

踏まえ、文化芸術推進基本計画（第２期）を策定しました。 

（計画期間：令和５（２０２３）年度～令和９（２０２７）年度） 

 

□障がい者による文化芸術活動の推進に関する法律 

（平成３０（２０１８）年６月施行） 

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律では、文化芸術を「生ま

れながらに持つ権利」と位置づけ、障がいの有無に関わらず、誰もが平等

に文化芸術を鑑賞・創造・発表できる社会を目指しています。 

このように、国においても、基本法の施行以降、文化芸術の振興を重要

な政策として位置付け、文化政策を積極的に推進しています。 

 

県の動向 

□長野県文化芸術振興計画（第２次） （令和５（２０２３）年３月策定） 

   文化芸術基本計画法に基づく「地方文化芸術推進基本計画」として、平

成３０年に県の文化芸術分野の個別計画として「長野県文化芸術振興計画」

を策定しました。令和５年には、第２次計画が策定され、引き続き、文化

芸術の基本的な方向性を示しています。 

（計画期間）令和５（２０２３）年度～令和９（２０２７）年度） 
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４ 文化芸術の範囲 

この計画が対象とする「文化芸術」の範囲は、文化芸術基本法との整合性

を踏まえ、同法が対象とする次の範囲を対象としつつ、市内で培われた歴史

や風土についても、「文化芸術」をはじめとする、教育、福祉、まちづくり、

観光・産業等幅広い分野の基盤になるものとして、対象とします。 

 

 

５ 計画の位置づけ 

この計画は、市政運営の基本となる「大町市総合計画」を踏まえ、文化芸

術分野における中長期的な視点に立った基本理念や施策の方向性を定める

もので、文化芸術基本法（平成１３ 年法律第１４８ 号）第４条では、それ

ぞれの地方公共団体が地域の特性に応じた文化施策を策定し、実施すること

が責務とされ、同法第７条の２第１項では、文化芸術推進基本計画を参酌し

て、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画を定めるよう努め

るものとするとされていることから、大町市文化芸術振興計画を定めるもの

です。 

この計画で示す基本理念や基本目標の方向性は、市民、文化芸術団体、関

係機関等が共有し、市の文化芸術振興のための共通指針とします。また、各

主体は相互の連携を図りながら文化芸術振興に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

芸  術   文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術 

メディア芸術 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器を 

利用した芸術 

伝統芸能   雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 

芸  能   講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱 その他の芸能 

生活文化   茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化 

国民娯楽   囲碁、将棋その他の国民的娯楽 

出版等    出版物及びレコード等 

文化財等   有形・無形文化財とその保存技術 

地域における文化芸術 

 各地域の公演・展示・芸能祭等、地域固有の伝統芸能、 

地域の人々による民族芸能 
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６ 計画の期間（令和８（２０２６）年度～令和１２（２０３０）年度） 

計画期間は令和８年度から令和１２年度までの５か年とします。 

ただし、計画の進行管理や大町市を取り巻く社会経済情勢の変化、また、

今後策定される大町市第６次総合計画及び第６次生涯学習推進プランの計

画期間内において必要に応じ見直しを図るものとします。 
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第２章 文化芸術の現状と課題 

１ 大町市の文化芸術を取り巻く現状 

（１）社会情勢の変化 

① 人口減少の急速な進行と少子高齢社会 

 少子高齢化の進展により、令和６年１０ 月の大町市の人口構造における高齢

人口の割合は４割を超え、人口減少に歯止めがかからない状況が続いています。 

また、少子化の進展も著しい中、コミュニティ・スクールを核とする地域の子

どもは地域で育てるという環境づくりが進められています。 

② 高度情報通信社会の進展 

 ネット社会にあって、スマートフォン等に代表される情報通信技術（ＩＣＴ）

の急速な普及は、我々の生活スタイルを変えてきました。子どもの教育現場でも

積極的な活用が始まり、ＩＣＴ機器に不慣れな高齢者と若年層でのデジタルデ

バイド（情報格差）も顕著となりました。 

また、様々な分野で人工知能（ＡＩ）の利用をはじめとする技術革新が進み、

今後も産業のみならず、働き方や暮らし方が大きく変わっていくことが予想さ

れます。 

③ 国際交流やグローバル化の進展 

 立山黒部アルペンルートや白馬村を中心としたスキーヤーなどのインバウン

ド誘致にともなう訪日外国人旅行者の増加により、国際的な観光地としての魅

力向上が進められています。また、これまで積極的に取り組んできた信濃大町ア

ーティスト・イン・レジデンス事業（以下「信濃大町ＡＩＲ事業」）や、国際芸

術祭を通じ、多くの国と地域から多様なアーティストが参加し、現地に滞在して

作品を制作してきました。これにより、市民が日常的に多様な異文化や国際的な

感性に触れる機会が創出されています。これらは、長野県全体や大町市内に大き

な経済波及効果をもたらしており、グローバルな発信が地域経済の活性化に直

結しています。 

 「アート」という共通言語を通じ、国内外からの来訪者と地域住民、ボランテ

ィアが日常的な交流を重ねることで、異なる文化や価値観を尊重し、自らの地域

の魅力を世界的な視点で再認識する好循環が生まれています。 

 

（２）主な文化芸術活動 

①大町市文化祭 

 市民の文化芸術等、日頃の生涯学習活動の成果を発表する場として文化祭を

開催し、その成果を社会生活や地域づくりに活かすことのできる生涯学習社会

を目指すために開催しています。 

また、菊花の栽培を通じて、栽培技術の向上と青少年の情操教育の一助とする

とともに、来場する市民の皆さんに菊作りの良さと秋の風情を堪能してもらう

ために菊花展を開催しています。 
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②はばたきの集い 

 大町市芸術文化協会では、地域の皆様に文化・芸能活動を知っていただくこと

により、更なる市内の文化芸術活動の発展につなげることを目的に「はばたきの

集い」を開催しています。 

 ステージ発表や絵画等の展示の場を設けることにより、会員相互の親睦を図

るとともに、会員数の確保につなげており、現在１５の団体で構成され活動して

います。 

 

③北アルプス雪形まつり 

 厳しい冬を過ごした早春の北アルプスの里は、自然も人も春を迎えた喜びで

溢れ、雄大な北アルプスの山肌に浮かびあがる「雪形」は、山岳文化のシンボル

です。 

 この喜びの季節に、自然と人が共生する山岳文化の創造を目指すとともに「北

アルプス雪形まつり」を開催することにより、郷土に新しい時代の情操文化の花

を咲かせることを目的として開催しています。 

 

④信濃大町アーティスト・イン・レジデンス事業の推進 

国内外からアーティストを招聘し、地域資源を最大限に活用した芸術創作活

動を支援する「信濃大町ＡＩＲ事業」を、平成２７年から積極的に展開し、市内

芸術文化活動との連携や「芸術文化を活かしたまちづくり」に努めています。市

の新たな魅力の創造、全国に芸術文化都市「信濃大町」を広く発信し、大きな人

の流れの創出、交流人口・定住人口の増加に向けた取組みを進めるとともに交流

を通じ、市民が芸術文化に触れる機会の創出とシビックプライドの醸成を図っ

てきました。 

また、令和６年に３回目の開催となった北アルプス国際芸術祭では、恵まれた

自然環境を背景に、芸術文化を通じて当市の魅力を地域固有の価値として、内外

へ発信するとともに、地域経済の活性化と芸術文化による市民の一体感の醸成

に取り組んできました。 

両者の継続的な取組みを通じ、現代アートに馴染みがなかった方々にも開催

意義が伝わり、回を重ねるごとに多くの地域との関係性を深め、協力が得られる

よう、「市民に親しまれ、創造が育まれるレジデンス」の実現に向け、丁寧に進

めて行きます。 

 

（３）文化財の保存と活用 

文化財は、長い歴史の中で生まれ、育まれ、そして今日まで守り伝えられてき

た貴重な私たちの財産です。また、新たな文化を創造するうえでの基礎となるも

のです。 

貴重な文化財を後世に伝えていくために、文化財に関する調査を実施し、現状

を把握するとともに、基礎的資料の蓄積を図ります。また、文化財指定を進め、



7 

 

これらの保存・活用を市民と協働で推進することにより次世代に継承していき

ます。 

さらに、歴史資料として重要な文書、資料、その他の記録の収集及び保存をし、

広く市民の学習利用に提供していきます。 

 

① 文化財保存活用地域計画の策定 

文化財保存活用地域計画は、未指定の文化財も含めた地域の多種、多様な文化

財を総合的に調査・把握し、観光やまちづくりなどの民間事業者、他行政部局と

連携して、文化財の保護と地域振興を計画的に進めていくための枠組みです。 

計画に記載する当市の特徴的な関連文化財群の主なものは、以下のようなも

のが考えられます。 

・当地をひらいた仁科氏の歴史と文化 

・宿場町として発展した中心市街地の歴史的建造物や古道、水路の景観 

・昭和電工や電源開発・ダムなどの近代化、産業遺産 

・水を活かした農業や生活用水、循環システムなどの水関連遺産 

・山岳信仰や登山案内人組合、山小屋、登山道、山岳博物館などの山岳文化 

・信濃木崎夏期大学や山村留学などの特徴的な教育活動 

・麻、たばこ、桑などの特用作物の生産と山村の習俗 

計画策定にあたっては、文化財について、できる限り全市的な掘り起こしを行

い、その歴史的背景について調査して、計画的に策定を進めていきます。 

 

②東京藝術大学との連携 

平黒沢高原の国登録有形文化財「東京藝術大学山岳部黒沢ヒュッテ」のご縁で、

所有者である山岳部の同窓会「上野山の会」が中心となって、北アルプス国際芸

術祭のパートナーシップ事業として期間中にワークショップなどを開催いただ

きました。 

また、ヒュッテは、卒業生や山岳部員の登山に利用されるほか、他大学も含め

た美術や音楽などの合宿活動で利用され、大学や世代、分野を超えた交流の場と

なっているとのことです。 

山の会関係者を中心に、今後地域との交流の機会を増やしたいとの要望があ

り、様々な分野においてどのような連携が可能かを模索していきます。 

 

③主な文化財・伝統文化等 

ア 史跡 

 ・上原遺跡（県史跡） 

イ 天然記念物 

 ・湯俣噴湯丘（国指定天然記念物） 

ウ 建造物 

 ・仁科神明宮本殿、釣屋、中門（国宝） ・若一王子神社本殿（国重要文化財） 
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・旧中村家主屋、土蔵（国重要文化財） 

・盛蓮寺観音堂（国重要文化財） 

エ 民俗・伝統行事 

 ・仁科神明宮作始め神事（県無形民俗文化財） 

・仁科神明宮の神楽（県無形民俗文化財） 

 ・流鏑馬の神事（県無形民俗文化財） 

 

（４）山岳文化の振興 

雄大な北アルプスを背景に、山岳文化都市宣言のもと、山岳の自然・文化・歴

史を活かして、国内外から観光・交流人口を呼び込み、持続可能なまちづくりを

推進しながら、山岳博物館を中心として、山岳に関する知識や文化の保存・発信

を行い、市民とともに山岳文化の発展と創造を目指しています。 

また、立山黒部アルペンルートの玄関口としての魅力を高め、山岳文化の発展

と産業振興を進めています。 

 

（５）姉妹・友好都市や様々な地域との文化交流の推進 

市では、文化やスポーツ、教育などの交流事業を展開し、お互いの地域や文化

などを知り、ふれあいの輪を広げるために、国内外の都市と姉妹・友好都市提携

を結んでいます。 

現在、国内２都市（立川市、氷見市）、海外２都市（インスブルック市、メン

ドシーノ）と提携し、地域間の文化交流事業を推進しています。 

また、様々な地域の文化等について学ぶ機会を設けることや、文化交流イベント

の支援等を行うことで新たな交流の創造が図られると考えます。 

 

①メンドシーノ姉妹都市交流 

昭和５５年に大町市（旧美麻村）とアメリカ合衆国カリフォルニア州メンドシ

ーノと友好姉妹提携をして以降、国際化・情報化時代の中で、異文化とのかかわ

りや人々の交流により、次代を担う子どもたちの国際感覚を高め、広い視野に立

った人づくりを目的とし、国際交流事業を行っています。 

平成４年からは、美麻小中学校の児童・生徒を中心とした訪問団を相互に派遣す

る交流事業を実施しています。 

②インスブルック市との友好都市交流 

昭和６０年のカモシカとマーモットの交換を機に友好関係を結びました。大

町山岳博物館とインスブルック・アルペン動物園の友好提携や、市民・スポーツ

の相互訪問など、山岳都市としての特徴を活かした文化・教育・観光交流の推進

を行っています。 

③氷見市との姉妹都市交流 

立山黒部アルペンルートの開通を機に昭和４７年から姉妹都市として交流し

ています。山の町（大町）と海の町（氷見）の特性を活かし、物産交流を始め、
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青少年・文化交流の推進のほか、地震災害時の支援など強固な友好関係を続けて

います。 

④立川市との姉妹都市交流 

平成３年に姉妹都市提携を結び、子どもたちの自然体験学習、産業、文化交流

を行っています。 

立川市民が大町を訪問し、鷹狩山での植樹や木工体験を通じた森林保全活動や、

中学生のサミットが行われるなど、両市の交流が活発に続けられています。 

 

２ 文化芸術団体等アンケート調査結果及び課題の抽出 

 文化芸術活動を行う市内の１７２団体を対象にアンケートを実施しました

（回答１２１団体・回答率７０.３％）。アンケートの内容からは、多くの団体は

地域の活性化や仲間づくり、子どもたちへの普及を意識し活動しており、多くの

団体が文化芸術の振興が今後のまちづくりに寄与する必要があると感じていま

す。しかしながら、高齢化による活動の制限や担い手不足により存続が厳しく、

これらの課題に対して具体的な解決策はない状況が伺えます。また、行政からの

支援に対して資金的な援助や施設機能の向上、発表の場の充実などの要望が挙

げられています。 

 

アンケートの概要（抜粋） 

●後継者育成を目的とした活動内容を教えてください・・行っていない 61.8% 

●活動するうえで困っていることは何ですか・・・・・・会員の高齢化 22.8% 

                        新規加入者の確保 22.8% 

●活動しているうえで市に支援してほしいことは何ですか 

                       ・・・特になし   19.0% 

                          資金的援助  17.9% 

●文化芸術振興のため行政や団体が担う役割について 

 取り組んでいきたいことや担っていきたいと思う役割は・・・ 

 文化芸術を活用した地域経済の活性化 22.9% 

文化芸術活動をとおしたコミュニティ（仲間づくり）によるまちづくり 21.4% 

 

現状分析により抽出された課題（基本目標における課題の対応） 

①高齢化に伴う活動参加者の減少や時代を担う若者の育成不足・・・基本目標１ 

②地域コミュニティと文化芸術の接点の少なさ・・・・・・・・・・基本目標１ 

③価値ある文化財や誇るべき風土を広く知ってもらう機会の少なさ・基本目標２ 

④気軽に参加できるワークショップやサークル活動の停滞・・・・・基本目標３ 

⑤福祉分野や産業・経済分野における文化芸術との連動の少なさ・・基本目標４ 

⑥文化芸術の推進による交流・関係人口創出の更なる取組み・・・・基本目標４ 

※アンケート結果集計は資料編にて掲載 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

  文化芸術が持つ多彩な影響力を大切にして、心豊かな文化の創造と振興に

努め、様々な分野での文化芸術活動を通じて、全ての市民が地域で協働し、

力強く生き生きと日常を送ることは、まさしく大町市第５次総合計画に掲げ

る将来像「未来を育む ひとが輝く 信濃おおまち」を体現するものである

ことから、本計画の基本理念を以下のとおり定め、文化芸術振興施策を推進

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

市の文化の主役は、市民一人ひとりです。大町市には、自然を愛でる心性、

伝統、歴史、産業遺産等、モノやコトまでを含む多様な文化が存在しています。

それは私たちの日常にあまりにも普通に存在していて、意識することもなく、

場合によっては目で見ることができない生活文化とも言えます。その文化を、

市民と市が精神的にも、社会的にも、そして経済的にも豊かになっていくため

に活用するという視点で見直した時に、その当たり前のように思われて意識も

されていないかもしれない文化を活かすためには、市民一人ひとりが気づきや

関心をもつことが重要です。 

そこで、ビジョンを考える時には「気づく」「知る」「活かす」「支える」「つ

なぐ」という５つのキーワードが大切になってきます。この５つのキーワード

の先に、新しい大町市の在り方が見えてきます。 

 

〈気づく〉 

大町市の文化に気づく。これは、まず市民一人ひとりが、文化、人物などに対

する新しい価値観を見つけ出すことです。さらに、すでにある文化、芸術、歴史、

伝統、産業遺産、町並みや文化活動を他の人に知ってもらうように見えるように

することを意味します。 

 

〈知る〉 

大町市を豊かにできそうな文化に気づいたら、次の段階では市民一人ひとり

がお互いの活動を通じ、その価値を共有します。そのことにより新しい文化、芸

術の存在や価値観を知ることを意味します 

 

文化芸術活動を通じた様々な人々のつながりが 

生み出す活力溢れるまちとひと 
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〈活かす〉 

「気づく」「知る」といった文化を活かし、市民一人ひとりが既存の人材、場

所、情報、文化・芸術活動を通じてより積極的に活用します。 

市にある既存の空間やあまり利用されていない施設等を、連携して利用でき

るように活用します。活用を促すには文化芸術関係の支援組織や行政が、それぞ

れの得意分野によって支える必要があります。 

文化資源が活かされることで新しい価値観によって変化した自分自身や大町

市に気づきます 

 

《支える》 

「気づく」「知る」「活かす」というサイクルがうまく循環するためには、文化

芸術関係の支援組織や行政がそれぞれの得意分野において支援を行うことが必

要になります。この循環の先に、新しい価値観によって変化した市民や市が生ま

れます。 

 

《つなぐ》 

文化芸術活動は、年齢や立場、分野に違いを越えて、人と人をつなぎます。 

鑑賞すること、表現すること、支えること、その一つひとつが交流のきっか

けとなり、地域に新たなつながりと活力を生み出します。 
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２ 目指す姿 

基本理念の実現を図るうえでの方向性となる「基本目標」を次のとおり定

めます。 

 

基本目標１ だれもがいつでも文化芸術に親しみ、参加することができるまち 

 

子どもから大人、高齢者にいたるまですべての方が文化芸術に触れる機会を

得ることができ、自らが活動することもできる環境づくりが重要となります。 

 

 

基本目標２ 育んできた歴史と風土をしっかりと後世に繋げていくまち 

 

古代から現代にいたるまでの数多くの貴重な文化財に始まり、恵まれた自然

環境から授けられる天然記念物や、この地に暮らす人々の生活から生まれた歴

史的建築物などを保全するとともに、この地ならではの行事や食文化の継承な

ども大変重要です。 

 

 

基本目標３ 多彩で多様な文化芸術を理解し楽しむことができるひとづくり 

 

現代の美術の世界では絵画や彫刻などの伝統的な分野だけでなく、様々なイ

ンスタレーション等による現代アートやアニメーション、ダンスや音楽など、多

彩で多様になっています。多くの方が新たな文化芸術を楽しむことができるこ

とが重要です。 

 

 

基本目標４ 多様性を尊重し、教育・福祉・産業等あらゆる分野で文化芸術を 

活用するまち 

 

文化芸術は多くの人と人を繋げる力があります。それぞれの違いを理解し、

多様性を認め合うなかで、文化芸術をキーワードに人々の交流を促進するとと

もに、ひいてはまちの活性化にも繋げていくことが重要です。 
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【体系図】 
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第４章 基本理念の実現に向けた方針と施策 

≪基本目標１≫ 

だれもがいつでも文化芸術に親しみ、参加することができるまち 

１-１ 文化芸術活動への支援 

 文化芸術活動の担い手は、市民一人ひとりです。そのため、市民が自主的で、

創造的な活動を行いやすく、継続した活動ができるよう文化芸術団体や個人を

支援します。 

【施策】（所管課：生涯学習課・学校教育課・福祉課） 

◆文化芸術活動団体への支援 

◆文化芸術団体や個人の活動に対する相談窓口の充実 

◆発表機会の確保 

◆文化芸術振興に向けた幅広い人材の発掘や育成支援 

◆国や県、文化活動団体と連携し、子どもから高齢者まで、市民が質の高い文化

芸術を鑑賞・体験する機会の充実 

◆障がいのある人や外国にルーツを持つ人など、誰もが文化芸術活動を行う事

ができる場の提供 

 

１-２ 文化芸術拠点施設の充実 

 市民が日常的に練習や創作活動に利用している施設は、公民館、文化会館など、

身近な地域にある施設が中心となっています。市民が安定的に文化芸術活動を

行えるよう、その拠点となる文化施設を充実します。 

【施策】（所管課：生涯学習課・企画財政課） 

◆利用者アンケートなどによる使いやすい文化芸術拠点施設の整備 

◆文化施設の持つ機能や特性を十分発揮できるよう計画的な改修と設備の更新 

◆小学校跡地利活用による新たな拠点づくり（創作・発表・展示・練習の場）に

向けた検討 

 

１-３ 地域コミュニティ形成との連動 

 文化芸術は、暮らしに彩を与え、人々の心を豊かにするとともに地域の連帯や

世代間の交流に重要な役割を果たしています。時代の変化に応じながら、連携を

通じ伝統行事等の担い手確保へと繋げていきます。 

【施策】（所管課：生涯学習課・庶務課） 

◆公民館等を活用した文化芸術活動の推進 

◆地域の伝統行事や民俗芸能を学び・触れる機会の創出 

◆自治会活動と連携した文化芸術活動 

◆ＳＮＳ等を活用したイベントや郷土芸能等の積極的な周知 
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芸術・文化の盛んな[芸術文化都市]になることを期待するとした市民 

（15項目中 5位） 

令和７（2025）年度 

0.9％ 

 令和１２（2030）年度 

2.5％ 

芸術文化に親しむ生活環境に「満足」「やや満足」とした市民（満足度） 

令和７（2025）年度 

18.5％ 

 令和１２（2030）年度 

23.0％ 

生涯学習の場や機会の充実に「満足」「やや満足」とした市民（満足度） 

令和７（2025）年度 

6.4％ 

 令和１２（2030）年度 

9.0％ 

文化芸術団体登録数 

令和６（2024）年度 

15団体 

 令和１２（2030）年度 

20団体 

市内文化施設の利用者数（延べ人数） 

令和６（2024）年度 

41,700人 

 令和１２（2030）年度 

50,000 人 

 

 

≪基本目標２≫ 

育んできた歴史と風土をしっかりと後世に繋げていくまち 

２-１ 文化財や収蔵作品の保存と活用 

 本市の文化財は、郷土の歴史、自然や文化を理解するうえで欠かせない貴重な

財産であり、今後新たなに大町市の文化を創造していくうえで基礎となります。   

そのため、地域の文化財を適切に調査、保存、活用します。 

【施策】（所管課：生涯学習課・学校教育課） 

◆地域の貴重な財産である文化財や収蔵作品の保存・展示 

◆地域の歴史の掘り起こしや、伝統文化についての調査・研究 

◆学校や地域において文化財について学習・体験できる機会の創出 

◆文化施設を活用した学習機会の提供 

 

２-２ その他風土に根差した地域文化資源の活用 

 歴史と伝統のなかで生まれてきた文化は、地域とそこに暮らしてきた人々の

生き方を物語るものです。これらの文化資源を次世代へと受け継ぎ、地域の活性

化へと繋げていきます。 

【施策】（所管課：生涯学習課・学校教育課） 

◆郷土料理などの食文化や伝統行事などの保存と継承 
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◆伝統産業や方言など生活文化を体験する場の創出 

◆市内外における交流機会の充実と交流支援 

 

２-３ 歴史的建造物の活用 

 国宝仁科神明宮や若一王子神社など、当市には歴史的にも優れた建造物が多

く存在しています。これら建造物に改めてスポットを当てるとともに地域の魅

力を発信していきます。 

【施策】（所管課：生涯学習課） 

◆歴史的建造物の掘り起こしと活用 

◆文化芸術の視点を入れた史跡を巡るツアー 

◆郷土資料館などの文化施設を活用した学ぶ機会の提供 

 

２-４ 山岳文化の活用 

 北アルプスをはじめとする山々がもたらす豊かな自然環境の恵みを受けて、

自然と人が共存する独自の山岳文化を形成してきました。「山岳文化都市」を形

成するために、岳に触れることへのきっかけづくりや環境整備を促進します。 

【施策】（所管課：山岳博物館） 

◆調査・研究・教育普及活動の充実と、収蔵資料の収集と活用 

◆市民に対する山岳文化の普及と啓発 

◆山岳文化都市としての情報発信の強化 

 

文化遺産や伝統文化芸能の保存と活用に 

「満足」「やや満足」とした市民（満足度） 

令和７（2025）年度 

9.0％ 

 令和１２（2030）年度 

13.0％ 

文化財・収蔵作品等を活用した展示企画展の開催数 

令和６（2024）年度 

15回 

 令和１２（2030）年度 

20回 

 

 

≪基本目標３≫ 

多彩で多様な文化芸術を理解し楽しむことができるひとづくり 

３-１ 多彩な芸術に親しむ機会の創出 

 様々な文化芸術と交流することは、他の分野に対する理解や、自らの文化芸術

活動の見直しにも繋がります。文化芸術の魅力をさらに高めるため、文化芸術の

交流を推進します。 

【施策】（所管課：生涯学習課・観光文化課・八坂支所・美麻支所） 

◆信濃大町ＡＩＲ事業、東京藝大や高校美術部等との連携・協働 
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◆各地域における文化祭の開催及び情報発信の強化 

◆山村留学生との交流活動の支援 

 

３-２ 多様な文化を理解し合う機会の創出 

 文化芸術団体や個人は、それぞれが自らの文化芸術を追求し、自主的、主体的

に活動を行っています。さらに豊かなものにするためには様々な分野で活動す

る団体や個人が出会い、交流する機会が必要となります。 

【施策】（所管課：生涯学習課・観光文化課・庶務課） 

◆友好都市との国際交流 

◆信濃大町ＡＩＲ事業などで招聘した海外アーティストとの交流機会の創出 

◆国際交流活動を行う、文化芸術団体への支援 

 

生涯学習の場や機会の充実に「満足」「やや満足」とした市民（満足度） 

令和７（2025）年度 

6.4％ 

 令和１２（2030）年度 

9.0％ 

国内外の作家とのワークショップ等の開催数 

令和６（2024）年度 

4回 

 令和１２（2030）年度 

8回 

 

 

≪基本目標４≫ 

多様性を尊重し、教育・福祉・産業等あらゆる分野で文化芸術を活用するまち 

４-１ 教育・福祉分野における文化芸術の推進 

 文化芸術は心のケアや生活の質の向上の手段として活用されています。健康・

福祉分野に文化資源を活用するなど、従来からある活動に文化芸術の視点を加

えることで、新たな広がりや展開が期待されます。 

【施策】（所管課：生涯学習課・学校教育課・観光文化課・福祉課） 

◆学校と連携し、子どもたちへ質の高い文化芸術鑑賞や体験する機会の創出 

◆信濃大町ＡＩＲ事業における招聘アーティストとの交流 

◆障がい者アートの推進 

◆障がいのある人や外国にルーツを持つ人など、誰もが文化芸術活動を行う事

ができる場の提供（再掲） 

 

４-２ 交流・関係人口の創出による産業経済の活性化 

 文化芸術や文化財などは地域の観光資源にもなります。経済活動の活性化や、

まちづくりに繋げていくため、産業や観光と連携した文化芸術の取組みを進め

て行きます。 
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【施策】（所管課：生涯学習課・観光文化課・まちづくり産業課） 

◆信濃大町ＡＩＲ事業の実施、北アルプス国際芸術祭の開催 

◆企業に対し、市内で行う文化芸術活動やイベントへの参加や協力の呼びかけ 

◆市内商店街や商業施設等における文化芸術作品の展示・発表の機会の創出 

 

市が行う文化芸術によるまちづくりの取り組みについて 

「いいと思う」「まあいいと思う」とした市民（満足度） 

令和７（2025）年度 

40.8％ 

 令和１２（2030）年度 

48.0％ 

教育現場における文化芸術体験の実施数 

令和６（2024）年度 

5回 

 令和１２（2030）年度 

10回 

障がい者アートに関連する展示企画展等の開催及びイベントへの参加数 

令和６（2024）年度 

2回 

 令和１２（2030）年度 

5回 
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第５章 計画の推進体制・進捗管理 

１ 推進体制 

文化芸術活動は、市民や文化芸術団体、文化施設をはじめ、それらをつなぐＮ

ＰＯ、学校などの教育機関、文化芸術活動を支援する事業者、総合的に推進する

市など多様な主体によって担われています。 

 市民は、文化芸術の担い手として、多様な文化芸術活動を主体的に行っていく

ことが求められます。そして、一人ひとりが互いの活動を認め合い、尊重し合い

交流を深めていくことにより、地域社会全体の活発化を目指します。 

 団体等（市内で活動する企業、教育機関、市民団体等）は、新たに活動を始め

ようとする個人にとって、最も身近な受け皿となり得る存在です。地域社会の一

員として、各団体の活動に関する情報や技能を確実に継承し、発展させ、持続可

能な活動として守り育てていく役割が期待されます。 

市は、文化芸術施策を総合的かつ計画的に推進する立場として、施策立案→財

政措置→実行→施策検証というサイクルの継続、活動の拠点となる文化施設の

適切な維持管理、文化芸術に関する広報活動、国及び他の地方公共団地との連携

等に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＳＤＧｓの推進 

 SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、平成２７

（２０１５）年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０

アジェンダ」に掲げられた令和１２（２０３０）年までに持続可能でより良い世

界を目指す国際目標です。 

 本計画に掲げる基本目標と目指す姿が、SDGs の下記４つの目標といずれも密

接な関係にあると考えており、その理念を踏まえながら各施策の展開を推進し

ていきます。 

 

大町市文化芸術 

振興計画 

次期計画への反映 

・施策の推進 

・事業の実施 

審議会等に 

よる検証 
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３ 計画の進捗と評価 

本計画に基づき、市は、計画的に施策を推進します。また、大町市文化芸

術振興審議会において、随時計画に対する事業効果などについて意見を求め、

必要に応じ事業等の見直しを行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

文化芸術の推進と充実  地域の文化芸術 

資源の保存と活用 

 将来の文化芸術を担

うこどもたちの育成 
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大町市文化芸術振興審議会委員名簿 

 

役 職 氏  名 選出区分 

会 長 浅野 貢一 学識経験者 

副会長 大日方三郎 文化芸術活動を実践している者 

委 員 野村 政之 学識経験者 

委 員 荒井和比古 学識経験者 

委 員 三戸呂三都子 文化芸術活動を実践している者 

委 員 筑地 広彰 文化芸術活動を実践している者 

委 員 小田 時男 文化芸術活動を実践している者 

委 員 杉原 信幸 文化芸術活動を実践している者 

委 員 海川 盛利 文化芸術活動を実践している者 

委 員 相澤 正樹 文化芸術活動を実践している者 

委 員 北原 裕美 文化芸術活動を実践している者 

委 員 熊坂奈都美 文化芸術活動を実践している者 

委 員 横川いずみ 文化芸術活動を実践している者 

委 員 高橋 知征 まちづくり活動に資する団体等が推薦する者 

委 員 遠藤 高弘 まちづくり活動に資する団体等が推薦する者 

委 員 那須 広行 まちづくり活動に資する団体等が推薦する者 

委 員 丸山 峯男 その他必要と認める者 

委 員 諏訪 光昭 その他必要と認める者 

 

【事務局】 

所  属 役  職 氏  名 

大町市教育委員会生涯学習課 生涯学習課長 本堂 勝也 

大町市教育委員会生涯学習課 生涯学習・青少年係長 西澤  剛 

大町市教育委員会生涯学習課 文化会館館長 山崎 雅之 

大町市教育委員会生涯学習課 生涯学習・青少年係 倉科 世奈 

大町市教育委員会生涯学習課 生涯学習・青少年係 萩原 伊織 
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（参考資料） 

文化芸術基本法 

（平成十三年十二月七日） 

（法律第百四十八号） 

第百五十三回臨時国会 

第一次小泉内閣 

改正 平成二九年六月二三日法律第七三号 

同三〇年六月八日同第四二号 

令和元年六月七日同第二六号 

文化芸術振興基本法をここに公布する。 

文化芸術基本法 

（平二九法七三・改称） 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 文化芸術推進基本計画等（第七条・第七条の二） 

第三章 文化芸術に関する基本的施策（第八条―第三十五条） 

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備（第三十六条・第三十七条） 

附則 

文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すこと

は、人々の変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐく

み、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し

合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成する

ものであり、世界の平和に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体

が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時代におけ

る国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあっ

て、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。 

我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊

かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。 

しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がそ

の役割を果たすことができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態に

あるとはいえない。二十一世紀を迎えた今、文化芸術により生み出される様々

な価値を生かして、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展さ

せるとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、我々に

課された緊要な課題となっている。 

このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化

芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主

性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊

重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。 
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ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向

を示し、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律

を制定する。 

（平二九法七三・一部改正） 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであること

に鑑み、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方

公共団体の責務等を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本と

なる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活

動」という。）を行う者（文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。）の

自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（基本理念） 

第二条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の

自主性が十分に尊重されなければならない。 

２ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造

性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分

に発揮されるよう考慮されなければならない。 

３ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術を創造し、享受する

ことが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、国民がその年齢、障害

の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑

賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が

図られなければならない。 

４ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国及び世界において文化

芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の

発展が図られるよう考慮されなければならない。 

５ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発

展が図られなければならない。 

６ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、地域の人々により主体的に文

化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映

した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。 

７ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界

へ発信されるよう、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られな

ければならない。 

８ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対す

る文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体
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（以下「文化芸術団体」という。）、家庭及び地域における活動の相互の連

携が図られるよう配慮されなければならない。 

９ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他

広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。 

１０ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出され

る様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要である

ことに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづく

り、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機

的な連携が図られるよう配慮されなければならない。 

（平二九法七三・一部改正） 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、文

化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（平二九法七三・一部改正） 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術に関し、国との連携

を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

（平二九法七三・一部改正） 

（国民の関心及び理解） 

第五条 国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受

することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民

の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない。 

（文化芸術団体の役割） 

第五条の二 文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、

文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極

的な役割を果たすよう努めなければならない。 

（平二九法七三・追加） 

（関係者相互の連携及び協働） 

第五条の三 国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者そ

の他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働

するよう努めなければならない。 

（平二九法七三・追加） 

（法制上の措置等） 

第六条 政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上

又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（平二九法七三・一部改正） 

第二章 文化芸術推進基本計画等 

（平二九法七三・改称） 
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（文化芸術推進基本計画） 

第七条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画（以下「文化芸術推進基本

計画」という。）を定めなければならない。 

２ 文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。 

３ 文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案

を作成するものとする。 

４ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十六条に規定す

る文化芸術推進会議において連絡調整を図るものとする。 

５ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。 

（平二九法七三・一部改正） 

（地方文化芸術推進基本計画） 

第七条の二 都道府県及び市（特別区を含む。第三十七条において同じ。）町

村の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年

法律第百六十二号）第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が

同項第三号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体

（次項において「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、

文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進

に関する計画（次項及び第三十七条において「地方文化芸術推進基本計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、又はこれを変

更しようとするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の

意見を聴かなければならない。 

（平二九法七三・追加、平三〇法四二・令元法二六・一部改正） 

第三章 文化芸術に関する基本的施策 

（平二九法七三・改称） 

（芸術の振興） 

第八条 国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（次条に規

定するメディア芸術を除く。）の振興を図るため、これらの芸術の公演、展

示等への支援、これらの芸術の制作等に係る物品の保存への支援、これらの

芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（メディア芸術の振興） 

第九条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機
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器等を利用した芸術（以下「メディア芸術」という。）の振興を図るため、

メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る

物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸

術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（伝統芸能の継承及び発展） 

第十条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的

な芸能（以下「伝統芸能」という。）の継承及び発展を図るため、伝統芸能

の公演、これに用いられた物品の保存等への支援その他の必要な施策を講ず

るものとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（芸能の振興） 

第十一条 国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸

能を除く。）の振興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物

品の保存等への支援、これらの芸能に係る知識及び技能の継承への支援その

他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及） 

第十二条 国は、生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文

化をいう。）の振興を図るとともに、国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的

娯楽をいう。）並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、これらに関

する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（文化財等の保存及び活用） 

第十三条 国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術（以下「文化財

等」という。）の保存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対

策、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における文化芸術の振興等） 

第十四条 国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興

を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地

域固有の伝統芸能及び民俗芸能（地域の人々によって行われる民俗的な芸能

をいう。）に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（国際交流等の推進） 

第十五条 国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることによ

り、我が国及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う

者の国際的な交流及び芸術祭その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催又

はこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、

公開その他の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外にお
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ける著作権に関する制度の整備に関する協力、文化芸術に関する国際機関等

の業務に従事する人材の養成及び派遣その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

２ 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世

界に発信するよう努めなければならない。 

（平二九法七三・一部改正） 

（芸術家等の養成及び確保） 

第十六条 国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、

文化財等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術

活動に関する企画又は制作を行う者、文化芸術活動に関する技術者、文化施

設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以下「芸術家等」と

いう。）の養成及び確保を図るため、国内外における研修、教育訓練等の人

材育成への支援、研修成果の発表の機会の確保、文化芸術に関する作品の流

通の促進、芸術家等の文化芸術に関する創造的活動等の環境の整備その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（文化芸術に係る教育研究機関等の整備等） 

第十七条 国は、芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究の充実を図る

ため、文化芸術に係る大学その他の教育研究機関等の整備その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

（国語についての理解） 

第十八条 国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について

正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識

の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（日本語教育の充実） 

第十九条 国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国

人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及

び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、日本語教育を行う機関

における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（著作権等の保護及び利用） 

第二十条 国は、文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及びこれに隣接す

る権利（以下この条において「著作権等」という。）について、著作権等に

関する内外の動向を踏まえつつ、著作権等の保護及び公正な利用を図るた

め、著作権等に関する制度及び著作物の適正な流通を確保するための環境の

整備、著作権等の侵害に係る対策の推進、著作権等に関する調査研究及び普

及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（国民の鑑賞等の機会の充実） 
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第二十一条 国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又

はこれを創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、

展示等への支援、これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

（高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実） 

第二十二条 国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、

これらの者の行う創造的活動、公演等への支援、これらの者の文化芸術活動

が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（平二九法七三・一部改正） 

（青少年の文化芸術活動の充実） 

第二十三条 国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対

象とした文化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への

支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（学校教育における文化芸術活動の充実） 

第二十四条 国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸

術に関する体験学習等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術

団体による学校における文化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（劇場、音楽堂等の充実） 

第二十五条 国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、

自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支

援、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（美術館、博物館、図書館等の充実） 

第二十六条 国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施

設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配

置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（地域における文化芸術活動の場の充実） 

第二十七条 国は、国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、各地域

における文化施設、学校施設、社会教育施設等を容易に利用できるようにす

るための措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（公共の建物等の建築に当たっての配慮等） 

第二十八条 国は、公共の建物等の建築に当たっては、その外観等について、

周囲の自然的環境、地域の歴史及び文化等との調和を保つよう努めるものと

する。 

２ 国は、公共の建物等において、文化芸術に関する作品の展示その他の文化

芸術の振興に資する取組を行うよう努めるものとする。 
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（平二九法七三・一部改正） 

（情報通信技術の活用の推進） 

第二十九条 国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るた

め、文化芸術活動に関する情報通信ネットワークの構築、美術館等における

情報通信技術を活用した展示への支援、情報通信技術を活用した文化芸術に

関する作品等の記録及び公開への支援その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（調査研究等） 

第二十九条の二 国は、文化芸術に関する施策の推進を図るため、文化芸術の

振興に必要な調査研究並びに国の内外の情報の収集、整理及び提供その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

（平二九法七三・追加） 

（地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等） 

第三十条 国は、地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のため

の取組を促進するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（民間の支援活動の活性化等） 

第三十一条 国は、個人又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動

の活性化を図るとともに、文化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文

化芸術団体が個人又は民間の団体からの寄附を受けることを容易にする等の

ための税制上の措置、文化芸術団体が行う文化芸術活動への支援その他の必

要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（平二九法七三・一部改正） 

（関係機関等の連携等） 

第三十二条 国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家

等、文化芸術団体、学校等、文化施設、社会教育施設、民間事業者その他の

関係機関等の間の連携が図られるよう配慮しなければならない。 

２ 国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校等、文化施設、社会教育施設、

福祉施設、医療機関、民間事業者等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑

賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会を提供できるようにするよう

努めなければならない。 

（平二九法七三・一部改正） 

（顕彰） 

第三十三条 国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び文化芸術の振興

に寄与した者の顕彰に努めるものとする。 

（政策形成への民意の反映等） 

第三十四条 国は、文化芸術に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公

正性及び透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意

見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るも
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のとする。 

（平二九法七三・一部改正） 

（地方公共団体の施策） 

第三十五条 地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その

地域の特性に応じた文化芸術に関する施策の推進を図るよう努めるものとす

る。 

（平二九法七三・一部改正） 

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備 

（平二九法七三・追加） 

（文化芸術推進会議） 

第三十六条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推

進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、

外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行

政機関相互の連絡調整を行うものとする。 

（平二九法七三・追加） 

（都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等） 

第三十七条 都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化

芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところに

より、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 

（平二九法七三・追加） 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二九年六月二三日法律第七三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の

検討） 

第二条 政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機

能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成三〇年六月八日法律第四二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則 （令和元年六月七日法律第二六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
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 １ 大町市の文化施設、社会教育施設等一覧 

  

施設名 開館時間等 概要 

大町市文化会館 

 

大町市大町 1601-2 

℡ 22-9988 

 

○開館時間 

・午前９時～午後１０時 

○休館日 

・月曜日 

（休日の場合はその直後の休日でない日） 

・年末年始 

○大ホール 

○楽屋１・２・３・４ 

○練習室１・２・３ 

○リハーサル室 

大町市大町公民館 

 

大町市大町 1601-2 

℡ 22-9988 

○開館時間 

・午前８時３０分～午後９時３０分 

○休館日 

・月曜日 

（休日の場合はその直後の休日でない日） 

・年末年始 

○会議室１・２ 

○学習室 

○実習室 

○料理実習室 

○児童室 

○視聴覚室 

○講習室 

大町市大町公民館分室 

 

大町市大町 1058-13 

℡ 22-0352 

○開館時間 

・午前８時３０分～午後９時３０分 

○休館日 

・月曜日 

（休日の場合はその直後の休日でない日） 

・年末年始 

○講堂・ステージ 

○学習室１・２・３・４ 

○視聴覚室 

○研修室１・２ 

大町市平公民館 

 

大町市平 10352-1 

℡ 22-0694 

○開館時間 

・午前８時３０分～午後９時３０分 

○休館日 

・国民の祝日 

・年末年始 

○講堂 

○講習室１・２ 

○実習室 

○視聴覚室 

○会議室 

○学習室 

○音楽室 

○託児室 

○軽運動室 

○図書室 

○茶室 

○料理講習室 

大町市常盤公民館 

 

大町市常盤 3601-18 

℡ 22-0321 

○開館時間 

・午前８時３０分～午後９時３０分 

○休館日 

・毎週日曜日 

○学習室１・２・３ 

○学習室１・２・３ 

○研修室 

○講堂 
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・国民の祝日 

・年末年始 

○視聴覚室 

○図書室 

○料理実習室 

大町市社公民館 

 

大町市社 3945-2 

℡ 22-0378 

○開館時間 

・午前８時３０分～午後９時３０分 

○休館日 

・毎週日曜日 

・国民の祝日 

・年末年始 

○大研修室 

○研修室１・２ 

○会議室 

○作業室 

○大展示室 

大町市民俗資料館 

（社公民館併設） 

 

大町市社 3945-2 

℡ 22-0378 

○開館時間 

・午前８時３０分～午後５時 

○休館日 

・月曜日 

・年末年始 

 

大町市八坂公民館 

 

大町市八坂 1133-1 

℡ 26-2380 

○開館時間 

・午前８時３０分～午後９時３０分 

○休館日 

・毎週土・日曜日 

・国民の祝日 

・年末年始 

○会議室（２室） 

大町市美麻公民館 

 

大町市美麻 11810-イ 

℡ 29-2311 

○開館時間 

・午前８時３０分～午後９時３０分 

○休館日 

・毎週日曜日 

・国民の祝日 

・年末年始 

○小会議室 

○中会議室 

○講堂 

蔵の音楽館 

 

大町市大町 2542-1 

○開館時間 

・午前８時３０分～午後９時３０分 

○休館日 

・毎週月曜日 

 

大町市山岳博物館 

 

大町市大町 8056-1 

℡ 22-0211 

○開館時間 

・4 月～11 月:午前 9 時～午後 5 時 

・12 月～3 月:午前 10 時～午後 4 時 

○休館日 

・毎週日曜日 

・国民の祝日 

・年末年始 
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大町市立図書館 

 

大町市大町 4710-6 

℡ 21-1616 

○開館時間 

・火水木金曜日:午前 9 時 30 分～午後 7 時 

・土日祝日:午前 9 時 30 分～午後 5 時 

○休館日 

・毎週月曜日 

・毎月最終火曜日 

・年末年始 

 

大町市文化財センター 

 

大町市大町 4700 

℡ 23-4760 

○開館時間 

・午前９時～午後５時 

○休館日 

・毎週土・日曜日 

・国民の祝日 

・年末年始 

○展示室 

○資料室 

○学習室 

○保存処理室 

○収蔵庫（２室） 

○収納室（２室） 

旧中村家住宅 

 

大町市美麻 17668 

℡ 29-2580 

○開館時間 

・午前９時～午後５時 

○休館日 

・毎週月・火曜日 

・12 月～3 月（冬季休館） 

 

大町エネルギー博物館 

 

大町市平 2112-38 

℡ 22-7770 

○開館時間 

・午前９時～午後５時 

○休館日 

・毎週水・木曜日 

・12 月～3 月（冬季休館） 

○プラネタリウム 

ギャラリー・いーずら 

 

大町市大町 3300-1 

つくだビル 2 階 

○開館時間 

・午前 10 時～午後 6 時 

・月曜日 

（休日の場合はその直後の休日でない日） 

・年末年始 
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 ２ 大町市の文化財一覧 

 

国：令和６年１２月３日現在、県・市：令和６年４月１６日現在 

名称・指定年月日・所在地 

国指定文化財 

［ 国 宝 ］ 

仁科神明宮本殿、中門（前殿）２棟  Ｓ２８．３．３１  社１１５９番地 

［ 国重要文化財 ］ 

盛蓮寺観音堂   Ｓ２４．５．３０  社２９３７番地１ 

木造棟札     Ｓ２５．８．２９  社１１５９番地 

若一王子神社本殿 Ｓ３０．２．１２  大町２０９７番地 

鉄鰐口      Ｓ３２．２．１９  社４８８６番地２ 

御正体      Ｓ３６．２．１７  社１１５９番地 

木造千手観音立像 Ｓ２５．８．２９  八坂１６２５番地 

木造持国天立像、木造多聞天立像 ２躰  Ｓ２５．８．２９  八坂１６２５番地 

旧中村家住宅主屋、土蔵 ２棟      Ｈ  ９．１２．３   美麻１７６６８番地 

［ 国天然記念物 ］ 

高瀬渓谷の噴湯丘と球状石灰石      Ｔ１１．１０．１２  平 湯俣 

［ 国特別天然記念物 ］ 

ライチョウ    Ｓ３０．２．１５ 

ニホンカモシカ  Ｓ３０．２．１５ 

［ 国天然記念物 ］ 

イヌワシ     Ｓ４０．５．１２ 

ヤマネ      Ｓ５０．６．２６ 

国登録文化財 

［ 国登録有形文化財 ］ 

平林家住宅 主屋 Ｈ２９．１０．２７  大町２５７２番地１ 

平林家住宅 文庫蔵・塩蔵・漬物蔵  Ｈ２９．１０．２７  大町２５７２番地１ 

東京藝術大学山岳部黒沢ヒュッテ   Ｈ３０．１１．  ２  平４９７６番地３ 

旧北澤家住宅 主屋         R 元．９．１０      八坂９０８番地 

栗林家住宅（創舎わちがい） 店舗  Ｒ４.１０.３１    大町４０８４番地１ほか 

栗林家住宅（創舎わちがい） 主屋  Ｒ４.１０.３１    大町４０８４番地１ほか 

栗林家住宅（創舎わちがい） 門及び塀 Ｒ４.１０.３１   大町４０８４番地１ほか 

旧櫻井家住宅 店舗兼主屋      Ｒ６.１２.３     大町３２８６番地４ 

旧櫻井家住宅 土蔵         Ｒ６.１２.３        大町３２８６番地４ 

長野県指定文化財 

［ 長野県宝 ］ 

木造観音菩薩立像   Ｓ４０．１．１４  大町４１８８番地 

若一王子神社三重塔 Ｓ４１．１．２７  大町２０９７番地 

天正寺三重小塔   Ｓ４１．１．２７  大町４７２９番地４ 

大黒町舞台     Ｓ６２．８．１７  大町２１９９番地 
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霊松寺山門     Ｈ５．８．１２   大町６６６５番地イ 

銅造十一面観音坐像御正体残闕(ざんけつ)  Ｈ１１．３．１８  大町２０９７番地 

山寺廃寺跡出土品  Ｈ１１．９．１６    社３９４５番地２ 

若一王子神社観音堂及び宮殿        Ｈ２３．９．２９  大町２０９７番地 

山の神遺跡出土品  Ｒ５．１１．３０    大町４７００番地 

［  長野県無形民俗文化財 ］ 

仁科神明宮の神楽  Ｓ４４．７．３     社１１５９番地 

仁科神明宮・作始め神事          Ｈ２．２．１９   社１１５９番地 

流鏑馬の神事    Ｈ１３．９．２０    大町２０９７番地 

［ 長野県史跡 ］ 

上原遺跡      Ｓ３５．２．１１    平１９５５番地３５５ほか 

[ 長野県天然記念物 ] 

大塩のイヌザクラ  Ｓ３７．７．１２    美麻３３４２番地 

若一王子神社社叢  Ｓ４０．４．３０    大町２０９７番地 

仁科神明宮の社叢  Ｓ４４．３．１７    社１１５９番地 

居谷里湿原     Ｓ４６．８．２３    大町８２７９番地１０ほか 

大町市のカワシンジュガイ生息地  Ｈ１９．１．１１  農具川水系 居谷里沢水系 

[ 長野県天然記念物 ] 

ミヤマモンキチョウ Ｓ５０．２．２４ 

ヤリガタケシジミ  Ｓ５０．２．２４ 

タカネキマダラセセリＳ５０．２．２４ 

クモマツマキチョウ Ｓ５０．２．２４ 

タカネヒカゲ    Ｓ５０．２．２４ 

クモマベニヒカゲ  Ｓ５０．２．２４ 

コヒオドシ     Ｓ５０．２．２４ 

オオイチモンジ   Ｓ５０．２．２４ 

ベニヒカゲ     Ｓ５０．２．２４ 

ホンドオコジョ   Ｓ５０．１１．４ 

ホンシュウモモンガ Ｓ５０．１１．４ 

[ 大町市有形文化財 ] 

広形銅戈（海ノ口上諏訪社） Ｓ４６．１２．１０  平１４５０５番地 

盛蓮寺木造不動明王立像   Ｓ５７．３．３    社２９３７番地１ 

盛蓮寺木造薬師如来坐像   Ｓ５７．３．３    社２９３７番地１ 

大沢寺木造阿弥陀如来立像  Ｓ６２．３．２３   大町４１５６番地 

西正院木造大姥尊坐像    Ｓ６３．１．１４   平１２９８番地 

天正寺山門         Ｓ６３．１．１４   大町４７３０番地１ 

長性院木造聖観世音菩薩立像 Ｈ１．３．２８    大町３６８２番地４ 

盛蓮寺木造如意輪観音坐像  Ｈ３．５．３１    社２９３７番地１ 

木舟薬師堂木造薬師如来立像 Ｈ３．５．３１    社４８８６番地２ 

弾誓寺観音堂木造伝弾誓上人坐像 Ｈ４．５．１９  大町４１８８番地 

弾誓寺観音堂木造伝長音上人坐像 Ｈ４．５．１９  大町４１８８番地 
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盛蓮寺木造虚空蔵菩薩坐像    Ｈ６．４．２８  社２９３７番地 

天正寺木造薬師如来立像   Ｈ７．４．２６    大町４７２９番地 

大黒町追分の石造大黒天像 附 版木  Ｈ８．３．２５ 大町１５１４番地１ 

山寺廃寺跡出土遺物     Ｈ８．３．２５    社３９４５番地２ 

若一王子神社木造伝十一面観音菩薩立像 Ｈ９．３．２４ 大町２０９７番地 

仁科神明宮銅製日岐盛貞奉納鏡     Ｈ１０．３．２５ 社１１５９番地 

仁科神明宮木造棟札     Ｈ１０．３．２５   社１１５９番地 

仁科神明宮木造小笠原秀政禁制札    Ｈ１０．３．２５ 社１１５９番地 

山下神社木造小笠原秀政禁制札     Ｈ１１．２．２６ 社６０９７番地 

八坂神社の旧神輿      Ｈ１４．２．２２   大町２０９７番地 

｢信越連帯新道｣関係史料及びカネジョウ飯嶋家文書一括 

   Ｈ１５．２．２６   大町４７００番地ほか 

八日町毘沙門堂の木造毘沙門天立像 Ｈ１６．２．１９ 大町１１３４番地９ 

ヤマク西澤家文書一括  Ｈ１６．２．１９ 大町４７００番地 

ワチガイ栗林家文書一括 Ｈ１７．３．２５ 大町４７００番地 

ハチイチ高橋家文書一括 Ｈ１８．３．２７ 大町４７００番地 ほか 

生婦平出土銅造瑞花双鳥八稜鏡   Ｈ１８．３．２７ 八坂１１０８番地１ 八坂支所 

大平地蔵堂の木造地蔵菩薩立像   Ｈ１８．３．２７ 八坂１２９８番地 

小松尾諏訪神社本殿   Ｈ１８．３．２７ 八坂５６９３番地 

野平神社本殿      Ｈ１８．３．２７ 八坂１４６９５番地 

矢田川磨崖仏      Ｈ１８．３．２７ 八坂９６４１番地１ 

北条峰の徳本上人追善供養塔    Ｈ１８．３．２７ 八坂１３６０９番地ロ－１ 

曽山の善光寺千人参り名号塔    Ｈ１８．３．２７ 八坂９１７９番地４ 

富士浅間神社本殿   Ｈ１８．３．２７  美麻２７０８番地 

富士浅間神社楽殿   Ｈ１８．３．２７  美麻２７０８番地 

富士浅間神社絵額   Ｈ１８．３．２７  美麻２７０８番地 

千見神明宮本殿    Ｈ１８．３．２７  美麻２５８７８番地 

千見神明宮絵額と句額 Ｈ１８．３．２７  美麻２５８７８番地 

水上神社本殿     Ｈ１８．３．２７  美麻９１５２番地 

下條家関守門     Ｈ１８．３．２７  美麻２６０３６番地 

マルセン下條家文書一括  Ｈ１８．３．２７ 美麻２６０３６番地 

ヤマジョウ中村家文書一括 Ｈ１８．３．２７ 美麻１７６６８番地 

大塩高札場の高札   Ｈ１８．３．２７ Ｈ１９．３．２７ 追加指定 

⓵②③美麻１７６６８番地  ④常盤３６６２番地４ 

向生仏屋敷出土灰釉陶器広口瓶 Ｈ１８．３．２７ 美麻１７６６８番地 

木造阿弥陀仏如来立像   Ｈ１８．３．２７ 常盤４３０８番地３ 

薬師堂の木造薬師如来立像 Ｈ１８．３．２７ 常盤４３０８番地３ 

中村孝三述 『学びの糸口』 Ｈ１９．３．２７ 大町４７３３番地３大町市立大町西小学校 

ハチマル栗林家文書一括  Ｈ２８．３．２４ 大町４７００番地 

ヤマセン永田家文書一括  Ｈ２８．３．２４ 大町４７００番地 

［ 大町市民俗資料 ］ 

宮本・松崎紙紙すき用具コレクション Ｓ５０．４．１５ 社３９４５番地２ 
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仏崎観音寺の千有一馬集絵馬 Ｈ９．３．２４   常盤６９６６番地 

医王谷飯綱神社筒粥占い神事 Ｈ９．３．２４   八坂２５７９４番地 

水上神社の御輿巡幸      Ｈ１８．３．２７ 美麻９１５２番地 

［ 大町市史跡 ］ 

天正寺仁科氏居館跡     Ｓ５９．１０．６ 大町４７２９番地４ほか 

新郷１号古墳及び副葬品一括 Ｈ８．３．２５  平８０４０番地４４３ ほか 

権現山堂屋敷跡        Ｈ１８．３．２７ 美麻（新行）８３１６番地１ 

千見山城跡       Ｈ１８．３．２７ 美麻（千見城山）２５４５０番地ロ－３ほか 

大塩山城跡       Ｈ１８．３．２７ 美麻（大塩中村城山）８５５番地ほか 

堀の内遺跡       Ｈ１８．３．２７ 美麻（大塩中村城山）９３８番地ほか 

［ 大町市天然記念物 ］ 

オオヤマザクラ     Ｓ４６．１２．１０ 大字平２２４１９番地３ほか 

霊松寺のオハツキイチョウ Ｓ６３．１．１４ 大字大町６６６５番地イ 

高瀬川の基盤岩     Ｈ２．１０．２３  大字常盤６７２０番地３ 

一本木神社のカシワ   Ｈ３．５．３１   大字常盤４７３３番地－１ 

市立大町山岳博物館のトキ標本 Ｈ４．５．１９  大町８０５６番地１ 

長野県大町岳陽高等学校のトキ標本  Ｈ４．５．１９ 大町３６９１番地２ 

海ノ口のアカマツ（カサマツ）Ｈ５．６．２５ 平１３１８８番地４ 

中シマのモリアオガエル繁殖地 Ｈ６．４．２８ 平２３１０９番地１ 

須沼薬師堂のカツラ  Ｈ６．４．２８  常盤４２０３番地 

西山西原のイチイ   Ｈ７．４．２６  常盤８０６３番地５ 

大黒町追分のシダレザクラ Ｈ７．４．２６  大町１５１７番地１ 

三日町若宮八幡宮のヒノキ Ｈ９．３．２４  大町８２５４番地 

西山城山のエドヒガン Ｈ９．３．２４  常盤８０９９番地１ 

高根町曽根田のエドヒガン Ｈ１０．３．２５ 大町７１７４番地１ 

姿見池のマメシジミ  Ｈ１６．２．１９ 平１８２３５～１８２４０番地 

大倉のイチイ     Ｈ１８．３．２７ 美麻２１７７０番地 

水上神社の大杉    Ｈ１８．３．２７ 美麻９１５２番地 

若栗のアオナシ    Ｈ１８．３．２７ 美麻３４１６１番地ロ 若栗峠 

［ 大町市天然記念物 ］地域を定めず指定されているもの（種指定） 

大町市のヌマカイメン Ｓ６２．３．２ 

大町市のカワシンジュガイ Ｓ６２．３．２ 

大町市のキザキコミズシタダミ Ｈ１３．６．２７ 
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 ３ アンケート結果（令和 5年 2月実施 文化芸術活動を行う市内 172団体対象アンケート 回答 121団体・回答率 70.3％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 


